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まちづくりキャッチフレーズ

あふれる笑顔　豊かな緑
交流とふれあいのまち倉吉

市報 
平成17年4月１日 No. 1289
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■明日のくらよし　みんなの力で！…2～3

■倉吉市交通バリアフリー基本構想、

倉吉駅交通結節点改善事業計画 ……4～５

■遥かな町へ／部落解放シリーズ…………6
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3月22日（火）、倉吉市と関金町の合併により、旧関金町内の３つ

の小・中学校（山守小学校、関金小学校、鴨川中学校）が倉吉市立

となりました。

鴨川中学校へ通う宮川諒さんと重尾理佳さんは、合併により倉吉

市立の中学校となることについて、「部活で剣道をしていますが、今

年から郡の大会ではなく市の大会への出場となり、期待もしますが、

はじめての対戦が多いので不安もあります。」と話していました。

この日は、あぜ道にもつくしやたんぽぽが芽を出し、通学する生

徒のようすを静かに見守っているようでした。

これからは市立中学校
鴨川中学校
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明 日 の く ら よ しみ ん な の 力 で ！

〜
学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

募
集
し
ま
す
〜

倉
吉
市
教
育
委
員
会
で
は
、「
学
校
一

斉
公
開
」
や
「
教
育
を
考
え
る
会
」
な
ど

を
行
い
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を

積
極
的
に
活
か
す
な
ど
、
地
域
に
開
か
れ

た
学
校
づ
く
り
を
進
め
る
な
か
で
、
明
日

の
社
会
を
担
う
、
心
豊
か
で
、
確
か
な
学

力
を
身
に
つ
け
た
、
た
く
ま
し
い
子

ど
も
の
育
成
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

市
内
の
学
校
で
は
、
地
域
の
み
な

さ
ん
の
ご
協
力
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、

信
頼
さ
れ
る
特
色
あ
る
教
育
活
動
の

実
践
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、
子
ど

も
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
、

様
々
な
問
題
も
生
じ
る
よ
う
に
な
っ

て
参
り
ま
し
た
。

子
ど
も
は
、
地
域
の
宝
で
あ
り
、

こ
う
し
た
今
こ
そ
、
学
校
・
家
庭
・

地
域
社
会
が
一
体
と
な
っ
て
子
ど
も

を
育
て
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
こ
で
、
今
ま
で
以
上
に
市
民
の

み
な
さ
ん
の
ご
協
力
ご
支
援
を
い
た

だ
く
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
内
容
で

学
校
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し

ま
す
。

ど
う
ぞ
み
な
さ
ん
の
お
力
を
学
校
に
お

貸
し
く
だ
さ
い
。

※
学
校
の
教
育
活
動
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
は
、
次
の
電

話
番
号
で
「
学
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い

て
・
・
」
と
お
話
し
い
た
だ
き
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

※
ご
連
絡
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
各
学
校

及
び
教
育
委
員
会
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援

計
画
を
作
成
し
、
ご
連
絡
し
ま
す
の
で
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ボランティアの種類 ボランティアの内容

学校内外のパトロール、来校者の受付など

子どもの登下校時、休日などに積極的な声かけ

学校内外の環境整備、剪定、草取り、花作りなど

米作り、野菜づくり、しいたけ栽培など

学校図書の整理、読み聞かせなど

合唱指導、金管バンド指導など

学習指導に関する教員補助業務など

竹細工、お手玉作り、パソコンなど特技を活かした指導

学校安全ボランティア

地域安全ボランティア

環境ボランティア

栽培ボランティア

図書ボランティア

音楽ボランティア

学習補助ボランティア

総合的な学習支援ボランティア

学　校　名

上北条小学校

西郷小学校

河北小学校

明倫小学校

成徳小学校

上灘小学校

小鴨小学校

上小鴨小学校

北谷小学校

高城小学校

電話番号／ＦＡＸ番号 学　校　名 電話番号／ＦＡＸ番号

026-6355/426-6307 社小学校 028-0951/428-5444

灘手小学校 022-5404/422-5400

関金小学校 045-2556/445-2822

山守小学校 045-2053/445-2750

河北中学校 026-1341/426-6922

東中学校 022-6295/423-4498

西中学校 028-2841/428-5630

久米中学校 028-1241/428-1242

鴨川中学校 045-2555/445-2589

学校教育課 022-8166/426-1638

026-3020/426-5999

026-1630/426-6921

022-6175/423-4497

022-6173/423-4495

022-4772/423-4493

028-0965/428-3632

028-0954/428-5657

028-0962/428-6244

028-0961/428-6242

学
校
に
市
民
の
み
な
さ
ん
の

力
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
！

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
の
委
員
を

広
く
公
募
し
ま
す

議
会
の
議
員
報
酬
等
や
市
長
、
助
役
、
収

入
役
及
び
教
育
長
の
給
料
額
は
、
市
内
の
公

共
的
団
体
等
の
代
表
者
や
公
募
し
た
市
民
を

委
員
と
す
る
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
意
見

を
は
か
り
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
審
議
会
を
組
織
す
る
に
あ
た

り
、
委
員
を
公
募
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

応
募
さ
れ
る
人
は
、
次
の
要
領
で
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
選
考

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

■
公
募
す
る
委
員
数：

二
人

■
条
件：

二
十
歳
以
上
の
倉
吉
市
民
で
平
日

に
開
催
さ
れ
る
会
議
に
出
席
で
き
る
人

■
応
募
方
法：

希
望
者
は
「
特
別
職
報
酬
に

つ
い
て
思
う
こ
と
」
を
八
百
字
程
度
に
ま

と
め
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号

を
明
記
し
て
持
参
、
郵
送
、
電
子
メ
ー
ル

の
い
ず
れ
か
で
応
募
す
る

■
応
募
先：

〒
６
８
２-

８
６
１
１

倉
吉
市
葵
町
七
二
二
倉
吉
市
役
所
職
員
課
宛

■
〆
切：

四
月
六
日
（
水
）
午
後
五
時
必
着

■
そ
の
他：

第
一
回
審
議
会
を
四
月
八
日

（
金
）
に
予
定
し
て
お
り
ま
す

※
問
い
合
わ
せ
先：

職
員
課

（
0
２
２-

８
１
６
４
／
4
２
２-

１
０
８
７
）

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

sh
okuin

@
city.kurayosh

i.tottori.jp

女
性
も
男
性
も
、
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
分
野
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

と
能
力
を
発
揮
し
、
住
み
よ
い
ま

ち
づ
く
り
を
す
す
め
る
た
め
、
第

三
次
く
ら
よ
し
男
女
共
同
参
画
プ

ラ
ン
を
策
定
し
ま
す
。

こ
の
プ
ラ
ン
を
市
民
の
皆
さ
ん

と
行
政
が
情
報
を
共
有
し
、
ア
イ

デ
ア
を
出
し
合
い
な
が
ら
つ
く
り

上
げ
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
効
果

的
で
実
効
性
の
あ
る
プ
ラ
ン
と
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
プ
ラ
ン
策
定
委
員
を

広
く
募
集
し
ま
す
の
で
、興
味
の
あ

る
人
は
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

○
活
動
期
間：

五
月
〜
十
二
月

○
募
集
人
数：

十
六
人

（
男
女
の
均
衡
を
図
る
も
の
と
し
ま
す
）

○
応
募
資
格

委
員
会
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
人

○
応
募
方
法

住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
を
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

○
応
募
締
切

四
月
二
十
二
日
（
金
）

※
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

人
権
政
策
課
　
男
女
共
同
参
画
係

（
0

２
２-

４
８
９
２
／
4

２
２-

４

９
０
１
）

第
三
次
く
ら
よ
し
男
女
共
同
参

画
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
策
定
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

本
市
で
は
、
平
成
十
三
年
四
月

に
「
第
二
次
倉
吉
市
あ
ら
ゆ
る
差

別
を
な
く
す
る
総
合
計
画
」
を
策

定
し
、「
交
流
と
ふ
れ
あ
い
に
よ

る
人
権
尊
重
の
ま
ち
」
の
実
現
を

め
ざ
し
、
差
別
解
消
に
向
け
た
諸

施
策
を
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
し
か
し
、
計
画
策
定
後
三

年
を
経
過
し
た
現
在
、
人
権
に
関

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
や
新
た
な

人
権
課
題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
権
を
め
ぐ
る
状
況
変

化
に
対
応
す
る
た
め
、
こ
の
た
び

「
第
二
次
倉
吉
市
あ
ら
ゆ
る
差
別

を
な
く
す
る
総
合
計
画
改
訂
版
」

を
策
定
し
ま
し
た
。

●
見
直
し
し
た
主
な
内
容

①
六
章
で
構
成
さ
れ
て
い
た
前
計

画
に
「
子
ど
も
の
人
権
保
障
の
実

現
」
と
「
高
齢
者
の
人
権
保
障
の

実
現
」
の
二
章
を
加
え
、
内
容
と

体
系
の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

②
新
た
に
ハ
ン
セ
ン
病
、
罪
や
非

行
を
犯
し
た
人
と
そ
の
関
係
者
、

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
な
ど
の
人
権

課
題
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
総
合
計
画
は
本
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
人
権
政
策
課)

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
先：

人
権
政
策
課

人
権
同
和
対
策
係
（
0

２
２-

４
８

９
１
／
4
２
２-

４
９
０
１
）

「
第
二
次
あ
ら
ゆ
る
差
別
を

な
く
す
る
総
合
計
画
改
訂

版
」
策
定
し
ま
し
た
。

◇設置の目的は
分権型社会において、本市の自治が充実するために、市民と
行政との関係がどうあるべきか、互いに対話をしながら、共
通の目標として研究するために設置しました。
◇組織の構成は
市民の皆さんからは（現在15人）
○会議に直接参加できる人、会議に参加できなくても、意欲
のある人に資料を送り意見をいただくという形のソーホー
（SOHO）委員を設定し、皆さんが研究の過程に関心を持ち参
加しやすいような組織にしています。
行政からは（現在7人）
○所属・役職に関係なく意欲をもって参加する職員が入って
います。
◇運営の方法は
行政が準備した原案について議論する形ではなく、自分た
ちの努力で、市民の目線で、市民と行政の関係はどうあるべ
きかを白紙の状態から研究し、その過程を市民に公開するこ
とにより、市民に自治についてもっと関心を持っていただけ
るような運営をしています。
◇研究過程（研究目標についての会議要旨の一部です。）
第1回（1月31日）
○この研究会は常に門戸を広げ、関心のある方にどんどんお
入りいただき、研究の輪が市民の間に広がっていくような研
究会にしたい。
○従来の行政依存というか要望・お願い型から、まちづくり
等の決定を住民の方に近づけるということをテーマにしたい。
○市民参画とか協働ということが市民にわかりにくい言葉か

なと思ったりする。市報なども使ってこの研究会の様子をお
知らせすべき。
第2回（2月10日）
○地方自治は団体自治である行政と住民自治である市民の皆
さんの活動、参加、この二つが相まって進展していかなけれ
ばならない。
○自己決定、自己責任の時代で、税金の使い方も従来の手法
で決定していくことはできないと思う。
○倉吉市にとって今のまままでいいのか、それとももっと市
民参加をして、今まで行政に任せてきたものをもう一度市民
のレベルで考えて、体現していくことが必要ではないか。
○いろいろ意見を持っているが、共通の認識がないから理解
しあえない。だから学習会をやりましょう。
第3回（2月24日）
鳥取県企画部協働推進室の木村敬室長を講師に、「地方自治の
基本としての『市民参画と協働』」について学習しました。
第4回（3月10日）
○市民が参画していい倉吉市をつくるために、市民が意見を
出し、知恵を出し、汗を流すことが必要である。そのための
枠組み、土俵、どうやってやるかというものとして市民参画
条例を制定していくべき。市民に対する担保が市民参画条例
である。
○条例を作るまでにはたくさんの問題を話し合うことになる
だろう。だから、条例の策定を目標にし、いろいろな話し合
いをし、最終的に条例を策定するのがよい。そうすればこの
会の意義がある。

『市民参画デザイン研究会』の研究過程を報告します。

※市ホームページ(http://www.city.kurayoshi.tottori.jp）で詳しい会議要旨をご覧いただけます。また、研究会の委員は常
に募集中です。問い合わせ先：市民参画課　（022-8159／422-8144）




